
指名停止一覧【令和8年度措置分】 措置月日順

登録名簿 業者名 住所 指名停止期間（始） 指名停止期間（終） （期間） 理由 備考

業務委託
水ｉｎｇエンジニア
リング（株）

東京都港区東新橋一丁目９
番２号

令和8年4月28日 令和8年5月27日 １か月 契約違反
水ｉｎｇエンジニアリング（株）については、佐世保市環境部発注の「ク
リーンピュアとどろき主要設備定期点検整備業務」において、契約期
間内に業務を完了することができなかったことによる措置。

建設工事 （株）大林組
東京都港区港南二丁目１５
番２号

令和8年5月20日 令和8年6月19日 １か月 不正又は不誠実な行為

（株）大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新
幹線第四南巨摩トンネル新設（東工区）ほか」において、令和６年１０
月４日に発生した労働災害に関し、同社の社員が所轄の労働基準
監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社の社員
が、令和８年３月２４日付で鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違
反により罰金刑の略式命令を受けたことによる措置。
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